
平
成
十
九
年
八
月
八
日
提
出

質

問

第

九

号

米
軍
朝
霞
キ
ャ
ン
プ
跡
地
に
国
家
公
務
員
宿
舎
を
建
設
す
る
こ
と
に
関
す
る
質
問
主
意
書

提

出

者

日

森

文

尋

9



米
軍
朝
霞
キ
ャ
ン
プ
跡
地
に
国
家
公
務
員
宿
舎
を
建
設
す
る
こ
と
に
関
す
る
質
問
主
意
書

米
軍
朝
霞
キ
ャ
ン
プ
跡
地
（
十
九
・
四
ヘ
ク
タ
ー
ル
）
の
利
用
に
つ
い
て
は
朝
霞
市
基
地
跡
地
利
用
計
画
策
定
委
員
会
が
最

終
報
告
書
を
昨
年
十
二
月
に
朝
霞
市
長
に
提
出
し
た
。
最
終
報
告
書
は
、
中
心
部
十
六
・
四
ヘ
ク
タ
ー
ル
は
公
園
と
し
、
周
辺

部
三
ヘ
ク
タ
ー
ル
に
つ
い
て
は
市
民
の
た
め
の
事
業
用
地
と
し
た
。
六
月
二
十
六
日
、
国
が
跡
地
中
央
部
の
三
ヘ
ク
タ
ー
ル
に

二
十
五
階
建
て
と
二
十
六
階
建
て
二
棟
、
計
八
百
五
十
戸
も
の
国
家
公
務
員
宿
舎
を
建
設
す
る
提
案
を
朝
霞
市
は
受
け
入
れ
る

と
表
明
し
た
。

「
国
有
財
産
の
有
効
活
用
に
関
す
る
地
方
有
識
者
会
議
」
等
の
資
料
に
よ
れ
ば
、
二
〇
〇
九
年
度
ま
で
に
国
家
公
務
員
宿
舎

建
替
の
用
に
供
し
得
る
国
有
地
と
し
て
小
金
井
市
ほ
か
十
二
箇
所
を
提
示
し
、
建
設
戸
数
は
最
終
報
告
で
は
示
さ
れ
て
い
な
い

が
、
本
年
一
月
二
十
三
日
の
地
方
有
識
者
会
議
で
提
示
さ
れ
て
い
る
建
設
戸
数
を
重
ね
合
わ
せ
て
み
る
と
三
千
戸
を
優
に
超
す

と
推
定
さ
れ
る
。

こ
の
こ
と
は
「
国
家
公
務
員
宿
舎
の
移
転
・
跡
地
利
用
に
関
す
る
有
識
者
会
議
」
の
最
終
報
告
で
東
京
二
十
三
区
以
外
に
三

千
戸
を
移
転
・
建
替
す
る
計
画
は
、
朝
霞
基
地
跡
地
に
八
百
五
十
戸
も
の
宿
舎
を
建
設
し
な
く
て
も
既
に
目
的
の
戸
数
は
確
保

さ
れ
て
い
る
、
と
考
え
ら
れ
る
。

一



そ
の
後
、
国
に
よ
る
調
査
の
結
果
、
基
地
跡
地
中
心
部
の
多
数
の
地
点
か
ら
、
環
境
基
準
を
超
え
る
鉛
が
検
出
さ
れ
、
米
軍

キ
ャ
ン
プ
時
代
の
地
下
埋
設
物
な
ど
が
あ
る
こ
と
も
判
明
し
た
。
国
は
無
償
貸
付
用
地
に
つ
い
て
は
有
害
物
質
、
地
下
構
造
物

等
の
処
理
は
国
で
行
わ
な
い
と
し
て
い
る
が
、
跡
地
の
有
害
物
質
、
地
下
構
造
物
等
の
除
去
責
任
は
国
に
有
る
と
考
え
ら
れ

る
。そ

こ
で
次
の
こ
と
を
質
問
す
る
。

一

国
有
財
産
の
有
効
活
用
に
関
す
る
報
告
書
（
二
〇
〇
七
年
六
月
十
五
日
）
附
表
二
に
示
す
関
東
財
務
局
所
管
の
区
分
「
建

設
」
と
「
廃
止
」
（
当
該
地
で
の
建
替
え
を
含
む
）
の
う
ち
二
〇
一
〇
年
度
ま
で
の
年
度
別
、
宿
舎
名
、
所
在
地
、
敷
地
面

積
、
戸
数
（
計
画
ま
た
は
予
定
等
の
試
案
値
）
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

二

国
は
、
公
務
員
宿
舎
建
設
条
件
と
し
て
国
会
や
朝
霞
市
基
地
跡
地
利
用
計
画
策
定
委
員
会
の
席
上
「
地
元
の
意
向
」
を
尊

重
す
る
と
再
三
、
明
言
し
て
い
る
。
朝
霞
市
基
地
跡
地
利
用
計
画
策
定
委
員
会
の
最
終
報
告
に
は
基
地
跡
地
に
国
家
公
務
員

宿
舎
を
受
け
入
れ
る
と
は
記
載
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
最
終
報
告
が
「
地
元
の
意
向
」
で
は
な
い
の
か
、
最
終
報
告
が
「
地

元
の
意
向
」
で
な
い
と
す
る
な
ら
、
何
に
基
づ
い
て
「
地
元
の
意
向
」
と
し
た
の
か
、
そ
の
理
由
を
示
さ
れ
た
い
。

三

朝
霞
市
に
は
既
に
国
家
公
務
員
宿
舎
が
栄
町
（
一
・
四
ヘ
ク
タ
ー
ル
二
百
七
十
戸
）
と
根
岸
台
（
〇
・
六
ヘ
ク
タ
ー
ル
五

二



十
一
戸
）
に
あ
り
、
二
箇
所
と
も
前
述
の
「
国
有
財
産
の
有
効
活
用
に
関
す
る
報
告
書
」
で
建
替
・
廃
止
リ
ス
ト
に
載
っ
て

い
る
。
栄
町
は
高
層
宿
舎
に
す
る
建
替
計
画
が
あ
り
、
な
ぜ
、
新
規
に
朝
霞
基
地
跡
地
に
八
百
五
十
戸
の
国
家
公
務
員
宿
舎

が
必
要
な
の
か
、
そ
の
理
由
を
示
さ
れ
た
い
。

四

現
在
、
朝
霞
市
に
お
い
て
も
良
好
な
景
観
を
維
持
す
る
た
め
に
構
造
物
等
の
高
さ
制
限
の
条
例
づ
く
り
が
始
ま
り
、
県
の

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
も
高
さ
規
制
を
し
て
い
る
。
景
観
法
で
も
国
や
市
に
対
し
て
良
好
な
景
観
を
維
持
す
る
こ
と
の
重
要
さ
を
強

調
し
て
い
る
が
二
十
五
階
建
て
と
二
十
六
階
建
て
二
棟
、
高
さ
約
八
十
メ
ー
ト
ル
の
国
家
公
務
員
宿
舎
は
良
好
な
景
観
を
阻

害
す
る
。
県
の
高
さ
指
導
を
無
視
し
て
ま
で
高
層
宿
舎
を
建
設
す
る
理
由
を
示
さ
れ
た
い
。

五

二
十
五
階
建
て
と
二
十
六
階
建
て
二
棟
は
テ
レ
ビ
受
信
障
害
が
反
射
側
と
遮
蔽
側
に
広
範
囲
に
想
定
さ
れ
、
莫
大
な
対
策

費
が
予
想
さ
れ
る
が
、
事
前
予
測
計
算
の
予
測
地
域
、
対
策
戸
数
を
数
値
で
示
さ
れ
た
い
。
地
上
デ
ジ
タ
ル
放
送
が
二
〇
一

一
年
に
開
始
さ
れ
る
と
ア
ナ
ロ
グ
放
送
対
策
費
は
ド
ブ
に
捨
て
る
よ
う
な
無
駄
カ
ネ
に
な
る
が
、
こ
れ
を
税
金
の
無
駄
使
い

と
い
う
の
で
は
な
い
か
。

六

基
地
跡
地
内
の
鉛
等
の
有
害
物
質
お
よ
び
地
下
構
造
物
の
撤
去
費
用
は
国
が
持
つ
の
が
社
会
的
責
任
で
あ
り
、
道
義
的
責

任
が
有
る
と
思
う
が
い
か
が
か
。
過
去
に
米
軍
か
ら
返
還
を
受
け
た
基
地
跡
地
で
有
害
物
質
等
の
除
去
を
国
の
責
任
で
実
施

三



し
た
事
例
は
有
る
か
。
事
例
が
有
る
場
合
、
具
体
的
な
内
容
を
示
さ
れ
た
い
。

七

基
地
跡
地
内
に
は
基
地
特
有
の
地
下
洞
道
に
電
気
、
通
信
ケ
ー
ブ
ル
等
の
電
気
設
備
類
や
燃
料
、
上
下
水
道
等
の
配
管
類

等
が
あ
り
、
断
熱
材
等
と
し
て
ア
ス
ベ
ス
ト
、
Ｐ
Ｃ
Ｂ
等
の
有
害
物
の
使
用
が
考
え
ら
れ
る
。
調
査
結
果
を
示
さ
れ
た
い
。

八

過
去
に
国
が
朝
霞
市
に
返
還
し
た
基
地
跡
地
周
辺
の
旧
基
地
跡
地
内
の
青
葉
台
公
園
（
三
・
七
ヘ
ク
タ
ー
ル
、
一
九
八
〇

年
取
得
）
、
朝
霞
市
立
第
八
小
学
校
（
一
・
九
ヘ
ク
タ
ー
ル
、
一
九
七
九
年
取
得
）
等
の
有
害
物
質
調
査
は
ど
の
よ
う
に
考

え
て
い
る
か
、
今
後
の
対
応
方
針
を
示
さ
れ
た
い
。

九

財
政
計
画
を
含
め
た
基
地
跡
地
利
用
計
画
を
策
定
す
る
よ
う
、
国
有
地
を
管
理
す
る
財
務
省
か
ら
朝
霞
市
に
通
達
が
あ

り
、
提
出
期
限
は
二
〇
〇
八
年
六
月
で
あ
る
。
鉛
等
の
有
害
物
質
や
地
下
構
造
物
の
問
題
は
今
年
度
に
な
っ
て
か
ら
新
た
に

発
生
し
た
も
の
で
あ
り
、
策
定
計
画
検
討
時
に
は
想
定
外
の
こ
と
で
あ
る
。
有
害
物
質
と
地
下
構
造
物
の
種
類
、
数
量
、
除

去
方
法
、
費
用
等
が
不
明
確
な
状
態
で
基
地
跡
地
利
用
計
画
を
策
定
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
さ
ら
に
市
議
会
や
市
民
に

対
し
て
説
明
責
任
を
果
た
す
た
め
に
財
政
計
画
を
含
め
た
基
地
跡
地
利
用
計
画
の
提
出
期
限
を
一
年
延
長
で
き
な
い
か
、
で

き
な
い
場
合
そ
の
理
由
を
示
さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。

四


